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11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

～10 月 28 日、過労死等防止対策推進シンポジウムを実施～ 

 

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推

進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、

関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。 

これに先立ち、石川労働局（局長 𠮷田 研一）では、県民への周知・啓発を目的に、

10月28日（木）に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を下記１のとおり開催いたし

ます。 

本シンポジウムの周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。なお、シンポ

ジウムは公開としますので、各報道機関の皆様の積極的な取材をよろしくお願い申し上

げます（ムービー・スチール撮影可能）。 

「過労死等」とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡、

若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による 
死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

石川労働局発表 

令和３年 10 月１日（金） 

厚生労働省 

石川労働局 

【照会先】 
石川労働局労働基準部 
  監 督 課 長  小谷 一彦 
       坂本 千秋 

  電 話 ０７６（２６５）４４２３ 
監 察 監 督 官 
過重労働特別監督監理官 

１ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催（別添参照） 

民間団体と連携して「過労死等防止対策推進シンポジウム」を下記のとおり開催します。 

(無料でどなたでも参加できます。)  

開催日時 令和３年 10 月 28 日（木）13 時 30 分～16 時 00 分（受付 13：00～） 

開催場所 金沢商工会議所ホール 

参加申込 事前に下記ホームページからお申込みください。 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo 
過労死等防止対策推進シンポジウム  検索 

２ 「過労死等防止啓発月間」の取組概要 
（１）県民への周知・啓発 

   ・「過労死等防止対策推進シンポジウム」（10 月 28 日）の実施 

   ・ポスターの掲示などによる県民に向けた周知・啓発の実施 

（２）過重労働解消キャンペーン 

   過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業

などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受

け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」、石川労働局長によるベストプラクティス企業

への職場訪問などの取組を実施（詳細については再度プレスリリースします。） 
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